
（１）計画の目的と位置付け

目的：市内の住宅・建築物の耐震化を促進することにより、災害に強いまちづくりを推進

図：計画の位置づけ

（２）対象建築物

新耐震基準導入以前に建てられた市内の住宅、特定建築物、公共建築物

（３）計画期間

令和３（２０２１）年度から令和７（２０２５）年度までの５年間

※必要に応じて計画の見直しや更新等を行います。

（１）あきる野市内で想定する地震の規模と最大震度

資料：首都直下地震による東京の被害想定報告書（平成２４年４月及び１１月東京防災会議）

（２）本市における被害の特徴（立川断層帯地震における被害状況の比較）

市地域防災計画

災害に強いまちづくり（耐震化率の向上等）
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都市計画マスタープラン等

あきる野市

種類
首都直下地震 海溝型地震 活断層で発生する地震

東京湾北部地震 多摩直下地震 元禄型関東地震 立川断層帯地震

震源 東京湾北部 東京都多摩地域 東京湾 東京都多摩地域

規模 マグニチュード ７．３ ８．２ ７．４

最大震度 ６弱 ６強 ６強 ７

時期及び時刻 冬 １８時

風速 ８ｍ／秒

あきる野市 多摩地区 東京都

全壊棟率(％) ３．５０ ３．５０ １．２５

焼失棟率(％) ９．０８ ４．５９ １．７８

死亡者率(％) ０．１３ ０．０６ ０．０２

負傷者率(％) ０．８９ ０．６８ ０．２４

あきる野市耐震改修促進計画の概要（案）

１ 計画の概要【本編第１章（P３～P５）】

２ 基本方針【本編第２章（P６～P１９）】

（３）耐震化の現状と目標

（１）基本的な考え方

〇 自助・共助・公助の原則に基づき、建物所有者による主体的な取組を促進

〇 東京都や関係機関と協力した耐震化促進のための環境整備や情報提供等の支援の実施

（２）重点的に取り組むべき施策

○ 住宅の耐震化

・ 自助による耐震化の取組を促進するため、「あきる野市住宅耐震化緊急促進アクションプロ

グラム」による具体的な取組の実施

・ 耐震改修費用等への助成

○ 民間特定建築物等の耐震化

・ 所管行政庁と連携した意識啓発を行うとともに、東京都が実施する支援制度等を紹介

○ 市所有の防災上重要な公共建築物の耐震化

・ 施設の重要度や老朽度、財政状況等を踏まえながら計画的に耐震化を実施

○ 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化

・ 所有者等に対する改修費用を支援し、関係機関と連携して耐震化を促進

（１）普及啓発

（２）耐震診断及び耐震改修に対する支援

（３）耐震改修における減税制度の周知

（４）耐震化施策と安全対策施策の連携

（５）地域住民との連携

令和４年 １月 パブリックコメント（３週間）

令和４年 ３月 計画改定

建築物の種類 【現状】
令和元（２０１９）年度末

【計画期間内における目標】

令和３（２０２１）年度 ～ 令和７（２０２５）年度

住宅
耐震化率

８５．７％

民間特定建築物
耐震化率

９１．２％

市所有の防災上重

要な公共建築物

耐震化率

９７．１％

耐震性が不十分な住宅を概ね解消

耐震化率 ９５％

耐震化率 １００％

３ 耐震診断・耐震改修の促進を図るための取組【本編第３章（P２０～P２４）】

４ 建築物の地震に対する安全性の向上に関する施策【本編第４章（P２５～P３０）】

５ 今後のスケジュール

〈参考〉あきる野市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムの取組内容

ア 耐震化を促進するための住宅所有者に対する意識啓発

イ 耐震診断実施者に対する耐震化の促進

ウ 改修事業者の技術力の向上等

エ その他の普及啓発活動等


